
入 居 金   入居時に一括してお支払いいただく費用    
    

    ２０２５年１０月１日作成 

居 室 タ イ プ Ａ３・Ａ４ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ・Ｅ´ 

専 有 面 積 （ ㎡ ） ３２.２ ４２.９ ５５.１ ６１.４ ６４.４ 

間 取 り １Ｋ １ＤＫ ２ＤＫ ２ＤＫ ２ＬＤＫ 

戸 数 （ 戸 ） １００ ５０ ４８ ３ ９０ 

１
人
入
居 

入 居 金 （ 総 額 ） ２,６４０万円 ３,２１４万円 ３,８７２万円 ４,０６４万円 ４,１１２万円 

内
訳 

入 居 一 時 金 １,６９６万円 ２,２７０万円 ２,９２８万円 ３,１２０万円 ３,１６８万円 

介護等一時金 一律  ７３５万円 

健康管理一時金 一律  ２０９万円 

２
人
入
居 

入 居 金 （ 総 額 ） － ４,５１６万円 ５,１７４万円 ５,３６６万円 ５,４１４万円 

内
訳 

入 居 一 時 金 － ２,６２８万円 ３,２８６万円 ３,４７８万円 ３,５２６万円 

介護等一時金 － 一律  １,４７０万円（７３５万円×２名分） 

健康管理一時金 － 一律  ４１８万円（２０９万円×２名分） 

                                                                                      【入居一時金は非課税、介護等一時金・健康管理一時金は消費税込】 

※入居一時金の使途については、下の注１をご参照ください。    ※介護保険給付対象外の介護サービスに対する費用として、介護等一時金が必要です。詳細は下の注２をご参照ください。    ※健康管理一時金の使途については下の注３をご参照ください。 

※ご入居後、一般居室から介護居室にお住替えいただくことがあります。詳細は裏面をご参照ください。 

 

月々必要となる費用   管理費・食費・居室において個人で使う光熱水費等    
   

 
●管理費 

１ 人 入 居 ６２,１８０円／月 
２ 人 入 居 ９９,４９０円／月 

 
使 途： 
管理費は共用施設等の維持管理費、事務費並びに各種相談、余暇活動サー

ビスに要する費用及び、事務管理課職員、コミュニティサービス職員、施設長と

各課職場長と診療所師長の人件費に充当する。 
 
※管理費は定住しない場合でも必要です。 
※物価や諸費用の変動等によって、改定される場合があります。 
 
●光熱水費等 

【一般居室】 居室内の光熱水費・電話代等は別途実費負担（メーター付）。 
電気は電力会社と直接契約 

●食費 

朝 食 ５７２円／食 
昼 食 ９０２円／食 
夕 食 １,１９９円／食 
合 計 ２,６７３円／日 

※物価や諸費用の変動等によって、改定される場合があります。 
 
●その他の費用 

介護に必要な消耗品代（おむつ代･リネン費など）実費、洗濯代（洗濯諸雑費）100

円/回、乾燥代 200 円/回（ご自身のお部屋で職員が行う場合洗濯代（洗濯諸雑

費）は必要ありません） 

共用介護個室（一時介護室兼用）を利用した場合は、諸雑費（１日あたり内訳…リ

ネン費 138 円、洗濯代（洗剤等消耗品費）18 円、水道代 54 円、給湯代 56 円、

電気代は電力会社からの請求による按分）がかかります。 

ゲストルーム利用料 お一人様 5,500 円/泊（大人）、家族室利用料１室 12,800

円/泊、屋内倉庫利用料 1,100 円/月（保証金 200,000 円が別途必要、但し解

約時に返金）、駐車場（専用区画使用料）3,130 円/月 

●月々の生活費の目安 

 １人入居 ２人入居  
管 理 費 ６２,１８０円 ９９,４９０円 
食 費 ８０,１９０円 １６０,３８０円 
水 道 料 １,５６０円 ２,１００円 
給 湯 料 ２,０５０円 ２,９７０円 
電 話 代 ４００円 ４００円 
合 計 １４６,３８０円 ２６５,３４０円 

※食費は３食３０日食堂利用の場合です。 
※給湯料は大浴場を利用した場合の目安です。また、水道・ガスの一般料金を基に

算定する変動料金となります。 
※上記金額は目安で、実際には利用状況により異なります。 
※電気は電力会社と直接契約になり、電気代が別途必要となります。 
※その他、各サービス提供時に発生する消耗品等の実費は別途必要となります。 

 

 
 注１  入居一時金の使途について 
入居一時金は、目的施設（居室及び共用施設）を終身にわたって利用するための家賃相

当額に充当します。老人福祉法第２９条第８項において受領が禁止されている権利金又は

対価性のない金品に該当しません。 

（注）ご入居者の行動が、他のご入居者又は従業員の生命等に危害を及ぼし、又は、その

危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇

方法ではこれを防止することができない場合、事業者から契約を解除することがあり

ます。 
 注２  介護等一時金について 
介護等一時金は、居室と共用施設における平均利用年限に係る介護保険給付対象となら

ない介護サービスの費用の額に、平均利用年限を超えて継続的に利用する場合に備えて

受領するものとして合理的に算定した金額を加算した額をご契約時に一括してお支払いい 

 
ただく負担金（一人あたり７,３５０千円）です。また負担金設定時の長期推計額の内訳は以

下のとおりです。 
①要介護者等以外に提供される生活支援サービス・・・・・・・・・・２,４７４千円 

【生活支援サービス例】 
●一時的に体調を崩した時の日常生活上の介助●緊急時又は一時的に体調を崩した

時の医療機関への通院、または入退院時の付添い（但し協力医療機関と、施設より半

径５ｋｍ以内の医療機関及び*施設が指定する医療機関に限る。通院付添い時の交通

費の実費（付添い職員分も含む）は入居者負担となります。）●入院時の医療機関への

見舞い訪問（週１～２日、但し協力医療機関と、施設より半径５ｋｍ以内の医療機関及

び*施設が指定する医療機関に限る。）●居室等からの緊急用コールの対応●アスレチ

ックジムトレーニングサービス 
＊施設が指定する医療機関：兵庫県立ひょうごこころの医療センター、神戸市立医療セ

ンター中央市民病院、神戸大学医学部附属病院、日本赤十字社神戸赤十字病院、 

 
神戸労災病院、神戸市立西神戸医療センター、国立病院機構神戸医療センター、川崎病

院、隈病院、他救急指定搬送された病院（原則、神戸市の緊急搬送基準による） 
②要介護者等に提供される人員過配置によるサービス・・・・・・・・・・４,８７６千円 

（要介護者等２人に対し、週３６時間換算で介護・看護職員１人以上） 
※人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付（利用者負担分

を含む）による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づく。 

なお当該金額は、老人福祉法第２９条第８項で定める受領が禁止されている権利金又は

対価性のない金品に該当しません。 
 注３  健康管理一時金の使途について 
人間ドック（年１回）、健康診断（年１回）、健康診査（月１回）、健康相談、緊急時の対応に

ついてゆうゆうの里診療所に委託する費用です。当該金額は、老人福祉法第２９条第８項

で定める受領が禁止される権利金又は対価性のない金品に該当しません。 



  介護保険の費用負担について   
介護保険法に定める「介護予防特定施設入居者生活介護」及び「特定施設入居者生活介護」サービスを受けるに

いたった場合の利用料の自己負担金（１割、2 割又は 3 割）をご負担いただきます。 

（参考：神戸市の場合･･･1 ヶ月 30 日で計算、1 割負担の場合の目安） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

自己負担金 

（月額） 
５,７８７円 ９,８９７円 １７,１３８円 １９,２５７円 ２１,４７０円 ２３,５２６円 ２５,７０７円 

※要支援１及び要支援２以外は「夜間看護体制加算（Ⅰ）（自己負担金 570 円/月（１ヶ月 30 日計算））」の適用があ

り別途ご負担いただきます。 

※「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(自己負担金 696 円/月（１ヶ月 30 日計算）)」「科学的介護推進体制加算（自己

負担金 43円/月）」「生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（自己負担金11円/月）」「協力医療機関連携加算（Ⅰ）（自己

負担金 106 円/月）」を別途ご負担いただきます。 

※このほか、利用者によって「個別機能訓練加算(Ⅰ) （自己負担金 380円/月（１ヶ月 30日計算））」「個別機能訓練

加算(Ⅱ) (自己負担金 21 円/月)」「口腔・栄養スクリーニング加算（自己負担金 21 円/6 ヶ月）」「退院・退所時連

携加算（自己負担金 32 円/日）」「看取り介護加算(Ⅱ) (自己負担金 603 円/日～1,877 円/日）」「退居時情報提

供加算（自己負担金 264 円/回）」「新興感染症等施設療養費(自己負担金 253 円/月～1,265 円/月）」を別途ご

負担いただく場合があります。 

※「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)」として、介護給付費及び加算給付費の合計額に対する12.8％の金額の１割、2割又

は 3 割を別途ご負担いただきます。 

 

  お支払い方法について   
●入居金 

原則として、契約時に一括払いとなります。銀行振込でお支払いください。 
ご事情によっては契約時に入居金の７５％以上をお支払いいただき、残金を２年以内に一括でお支払いいただく

「残金一括後払いプラン」、又は残金を１５年間毎月分割でお支払いいただく「残金分割後払いプラン」もご利用い

ただけます。その場合、残金には利息が付されます（金利は固定年利 2.0％（現行））。お支払いの計画にあわせ

てご相談ください。 
●管理費等の月々の費用 

口座振替の手続きをしていただき、毎月口座からの引き落としとなります。 

 

  返還金制度   
契約後１５年以上経過した場合は、返還金はありません。 
 
※住替えについて 

入居後、日常的に介護が必要となった場合には、本人の同意の上、一般居室から介護居室へ住替えていただきま

す。介護居室の面積は一般居室より専有面積が狭くなります（20.9 ㎡（M1 タイプ・31 室）・31.1 ㎡（M2 タイプ・50 室）・

48.7 ㎡（Ｍ3 タイプ・2 室）の 3 タイプ（全個室））。介護居室へ移る場合は、当初入居した一般居室の利用に関する権利は

消滅し、新たに介護居室の利用に関する権利が発生します。介護居室の仕様は、浴槽がない等、当初入居した居室と住

居設備が異なります。当初入居した居室と住替え後の居室とで入居金の調整（返金または追加負担）を行います。ただ

し、居室の構造や仕様の変更又は専有面積の減少に応じた調整ではありません。当初入居した居室の原状回復費用

は、通常の使用に伴い生じた居室の損耗をのぞき、入居者負担となります。 

また、2人入居の方で、1人が介護状態となり、一般居室で2人で住まうことが難しくなった場合、１人（介護が必要な方）

に共用介護個室（一時介護室兼用）の利用をお勧めします。ただし共用介護個室（一時介護室兼用）は、専用利用権が発

生するものではありません。お体の状態や他の利用者の状況等により、利用する共用介護個室（一時介護室兼用）を変更

する場合があります。 

なお、2 人入居の方で 1 人がそのまま一般居室の利用に関する権利を有し、他の 1 人が新たに介護居室の利用に

関する権利を取得する場合は、介護居室の新規契約を締結していただきます。ただし入居者が希望しないにもかかわ

らず、介護居室の新規契約を施設から要請することは一切ありません。 

 

お問い合わせ・お申し込みは 

 フリーダイヤル ０１２０-６５８
老 後 は

-８７０
ハナマル

 
〒651-1133  兵庫県神戸市北区鳴子 3-1-2（神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅より約 800ｍ） 

〈ゆうゆうの里〉ホームページ https://www.yuyunosato.or.jp 
2025.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神戸〈ゆうゆうの里〉価格表 
一般居室【Ａタイプ～Ｅタイプ】 
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